
広報あぐい　２０１２年９月１日号

15
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阿

久

比

町

短

歌

の

会 

�
　

は
り
紙
、は
り
札
、立
看
板
、広
告
板
、広

告
塔
な
ど
の
屋
外
広
告
物
の
設
置
に
は
、

街
の
美
観
や
自
然
環
境
を
守
る
た
め
、
愛

知
県
の
屋
外
広
告
物
条
例
に
よ
る
一
定
の

制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

屋
外
広
告
物
を
設
置
す
る
と
き
は
、
事

前
に
担
当
窓
口
に
相
談
し
、
規
制
の
内
容

に
つ
い
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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県
内
で
屋
外
広
告
業
を
営
む
た
め
に
は
、

事
前
に
知
事
の
登
録
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

建
設
環
境
課
都
市
計

画
係　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
８

７
・
２
８
８
）

�
　

総
務
省
統
計
局
・
愛
知
県
・
阿
久
比
町

で
は
、
十
月
一
日
現
在
で
就
業
構
造
基
本

調
査
を
実
施
し
ま
す
。 

調
査
は
、
国
民
の

就
業
・
不
就
業
の
状
態
を
詳
細
に
把
握
し
、

雇
用
政
策
や
経
済
政
策
な
ど
に
必
要
な
基

礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
に
行
い
ま
す
。

　

九
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
調
査
世
帯
に

伺
い
ま
す
。
調
査
の
趣
旨
を
理
解
い
た
だ

き
、
調
査
票
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

愛
知
県
統
計
課
学
事
・
農
林
統
計
グ
ル

　

ー
プ　

�
０
５
２（
９
５
４
）６
１
０
２

　

阿
久
比
町
役
場
政
策
協
働
課
調
査
広
報

係　

�（
４
８
）１
１
１
１（
内
２
０
４
）

�
　

民
間
企
業
の
障
害
者
法
定
雇
用
率
は
現

在
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
が
、
平
成
二

十
五
年
四
月
一
日
か
ら
二
・
〇
パ
ー
セ
ン

ト
に
な
り
ま
す
。

　

労
働
者
を
五
十
人
以
上
雇
用
す
る
事
業

主
は
、
労
働
者
五
十
人
に
つ
き
障
が
い
者

を
一
人
以
上
雇
用
す
る
義
務
が
生
じ
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
半
田

�（
２
１
）０
３
６
７
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999999999999999999999 月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会をををををををををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催月定例議会を開催
　平成２４年阿久比町議会第３回定例会を次のとおり
開催します。
□日　時　９月６日（木）　午前１０時から
□問い合わせ先　議会事務局　�（４８）１１１１（内２４１）
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比
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柳

会

作

品

 


